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超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策案について 

 

平成 27年 12月 18日 

国 土 交 通 省  

住宅局建築指導課  

 

１．経緯 

平成 15年９月の十勝沖地震の際に震央から約 250km離れた苫小牧市内で、石油タンクがスロ

ッシングを起こし火災が発生した。また、平成 23年３月の東北地方太平洋沖地震では、首都圏

や大阪湾岸の超高層建築物において、大きな揺れが観測された。これらについては、長周期か

つ長時間継続する地震動（以下、「長周期地震動」という。）がその原因の１つであるとして、

注目されている。 

国土交通省住宅局では、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所の協力の

もと、平成 20年度より建築基準整備促進事業を活用し、建築物を対象とした、既往の観測地震

記録に基づく、長周期地震動の評価手法の検討と、それを踏まえた長周期地震動を考慮した設

計用地震動の作成手法の検討を行ってきた。その結果、建築物へ影響を与える 0.1～10 秒の幅

広い周期成分を含めた設計用長周期地震動の作成手法がまとめられた。 

本対策案は、内閣府における南海トラフ沿いの巨大地震モデル検討会及び首都直下モデル検

討会（以下、「モデル検討会」という。）による南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動

に関する報告（平成 27年 12月 17日）がとりまとめられたことを踏まえて、長周期地震動に対

する超高層建築物等の安全性確保の重要性に鑑み、建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下、

「法」という。）に関する、超高層建築物等における長周期地震動への対策について、現時点ま

でに得られた技術的知見に基づき、とりまとめたものである。 

今後国民の皆様のご意見を踏まえて検討を行い、必要に応じた修正を行った上で、対策を行

うこととする。 
 

２．対象地震 

本対策案において対象としている地震は、モデル検討会が平成 27 年 10 月に公表した報告書

において、南海トラフ沿いで約 100～150年の間隔で発生しているとされる M8～9クラスの地震

（以下、「対象地震」という。）である。 

ただし、内閣府においては、引き続き、相模トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動の検

討などが予定されており、特に、関東地域などのそれらの地震による影響が大きいと想定され

る地域に超高層建築物等を建築する場合は、以下の対策に留まらず、十分に余裕のある設計を

行うことが望ましい。 
 

３．超高層建築物等における長周期地震動への対策 

（１）時刻歴応答解析による大臣認定を受ける建築物 

高さが 60 メートルを超える建築物及び法第 20 条第１項第一号に規定する認定を受ける免震

建築物（以下、「対象建築物」という。）については、①～③に掲げる対策を講じることとする。

ただし、建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第 40号。以下、「施行規則」という。）第 11

条の２の３第２項第二号に定める軽微な変更により認定を受ける場合、この限りではない。 

① 現在、高さが 60 メートルを超える建築物及び免震建築物について、法第 20 条第１項第

一号に規定する認定を受ける場合、建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下、

「令」という。）第 81条第１項第四号の規定に基づき、平成 12年建設省告示第 1461号（以

（別添２） 
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下、「告示 1461号」という。）に定める構造計算の基準に適合することを確かめることとし

ている。 

対象建築物における長周期地震動への対策として、告示 1461号第四号に定める構造計算

の適用において、極めて稀に発生する地震動として検討を行うこととしている地震動に加

えて、２．に掲げる対象地震によって建設地で発生すると想定される長周期地震動（極め

て稀に発生する地震動に対応する。）１波以上による検討を行うことを認定の審査において

求めることとする※１。ここで、対象地震によって建設地で発生すると想定される長周期地

震動は、別紙１に示すとおり観測データに基づく手法により作成する設計用長周期地震動

又はこの手法と同等以上に適切に長周期地震動を想定できると認められる手法により作成

する、少なくとも周期 0.1～10 秒の成分を含み、継続時間が 500 秒以上の長周期地震動を

用いることとする。なお、別紙２に示す区域以外の地域に建設する対象建築物については、

別紙１の４．に示す条件を満たすことで、原則として、設計用長周期地震動による検討を

省略できる。 

※１ 指定性能評価機関においては、認定に係る性能評価のための業務方法書について、必要に応じ見直

しを行う。 

② 超高層建築物等では長周期地震動によって家具の転倒等による被害が発生する恐れがあ

ると想定されており、家具の固定等による有効な転倒防止対策の必要性が指摘されている。

一方、例えば、下地材を設置していない建築物では家具の固定等の対策を講じることがで

きないといった指摘もある。このような状況を踏まえて、法第 20条第 1項第一号に規定す

る認定の審査に際しては、認定の内容とは別途、家具等の転倒防止対策に対する設計上の

措置についてあわせて説明を求めることとする。 

③ 法第 20 条第 1 項第一号に規定する認定を受ける免震建築物や鉄骨造の超高層建築物が

長周期地震動の作用を受けて応答する場合、長時間の繰り返しの累積変形により、免震材

料の特性が変化する可能性及び大変形時に梁端部の損傷度に応じて破断が生じる可能性が

指摘されている。したがって、これらの建築物の検証においては、免震材料の種類や梁端

部の形状に応じて、別紙５－１及び別紙５－２に示す方法によって、長時間の繰り返しの

累積変形による影響を考慮することを求めることとする。 
 

（２）時刻歴応答解析による大臣認定を受ける工作物 

令第 139 条第１項第三号（令第 140 条第２項、第 141 条第２項及び第 143 条第２項において

準用する場合を含む。以下、同じ。）又は第 144条第１項第一号ロに規定する認定を受ける高さ

が 60 メートルを超える工作物（以下、「対象工作物」という。）については、（１）①に準ずる

対策を講じることとする。ただし、施行規則第 11条の２の３第２項第二号に定める軽微な変更

により認定を受ける場合、この限りではない。 
 

（３）既存の超高層建築物等 

新築の対象建築物については、上記の対策により対象地震によって発生すると想定される長

周期地震動に対する安全性について一定の余裕が確保されることとなる。既存の対象建築物に

関しても、既往の実験結果等を勘案すると、対象地震による長周期地震動に対して一定の余裕

があると推察されるが、設計時に想定した地震動、使用材料及び接合部の種類、平面形状等に

より、必ずしも十分な余裕を有しているとは判断できないものも存在する可能性がある。一般

的に、大臣認定※２を受けた建築物は、既に短周期成分から一定の長周期成分まで含む複数の地

震動について、建築物が倒壊・崩壊しないこと等を確かめているが、対象地震による長周期地
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震動による影響が大きいと想定される建築物については、安全性の水準について再検証及び必

要に応じた補強等の措置を行うことが望ましい旨を周知することとする。具体的には、別紙６

に示す方法によって「再検証対象建築物」と判定される建築物について、（１）①に示す方法に

準じた検討を行い、新築の建築物に求める安全性の水準に満たない場合、必要な補強等を行う

ことが望ましい旨を周知することとする。 

なお、マンションを含む区分所有建物である一定の対象建築物については、長周期地震動対

策に関する詳細診断、耐震化計画の策定、制震改修等に関する事業について、国の支援制度（耐

震対策緊急促進事業）の活用が可能である。 

※２ 平成 12 年５月 31 日までの法第 38 条、昭和 56 年６月１日から平成 12 年５月 31 日までの令第 81 条

の２、平成 12年６月１日から平成 19年６月 19日までの令第 36条第２項第三号若しくは同条第４項、

平成 19 年６月 20 日以降の法第 20 条第一号又は平成 27 年６月１日以降の法第 20 条第１項第一号に規

定する認定  
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（参考）超高層建築物等における長周期地震動に対応した設計のための参考資料 

 

長周期地震動については、今後も調査研究が進み知見が蓄積されていくものと思われる。こ

のような状況を踏まえ、余裕を持った設計を行おうとする場合の参考資料として、別紙３付録

に今回の対象地震以外の地震による長周期地震動の作成手法をまとめたので、個別の建築物の

特性等を勘案し、必要に応じて活用されたい。 

 

（今後の長周期地震動の調査研究に関する進展について） 

これまでに大臣認定を受けた超高層建築物等については、短周期成分から一定の長周期成分

まで含む複数の地震動について、建築物が倒壊・崩壊しないこと等を確かめている。一方、長

周期地震動については近年急速に調査研究が行われ、超高層建築物等の固有周期が長いものに

ついて、構造安全上特に考慮が必要と考えられている。 

「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策案につい

て」は、これまでの長周期地震動に関する調査研究の結果を踏まえ、現状において必要と考え

られる対策について示したものである。長周期地震動に関する調査研究は今後も引き続き進め

られ、さらなる知見が得られていくものと考えられる。国土交通省としては、こうした長周期

地震動に関する調査研究の結果を踏まえ、今回提案する長周期地震動への対策について、今後

も必要に応じて適宜見直しを行っていく予定である。 


